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平成３０年１１月に策定した阪南市行財政構造改革プランに基づき、この間、具体的な取組を進め、

当初目標を上回る効果を発揮することができましたが、抜本的な収支の改善にまでは至っておらず、

長期的な財政シミュレーションからは、収支不足の増大が見込まれ、このままの状態を放置すると

財政再生団体への転落も危惧されることから、本年2月に「財政非常事態宣言」を発出しました。

このため、現プランで示している４つの取組の方向性を柱としつつ、歳入の確保、人件費の抑制、

公共施設の統廃合に重点的に取り組むとともに、これまで実施してきた行財政構造改革の取組に

ついて、新たな項目の抽出をはじめ、その目標や効果等をあらゆる角度から徹底的に見直すなど、

今後、持続可能な行財政運営の確立に向け、現行プランの改訂版を策定し、計画的に推進します。

令和３年　　月

阪南市長　水野　謙二
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阪南市の財政が抱える課題と、行財政構造改革プラン改訂までの経緯は次のとおりです。

・高齢者人口（６５歳以上）が増加し、生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）の割合が減少　特に、後期高齢者人口（７５歳以上）の割合が増加

・昭和４０～６０年代の人口急増期に整備した公共施設等の老朽化、大量更新期の到来

・地方分権の進展、多様化・複雑化する行政課題

〇市税は、生産年齢人口の減少により、伸び悩み 〇増加し続ける社会保障関連経費　（２０４０年頃まで高齢化率は増加見込み）

※市民一人当たりの税収が少ない 　・医療や介護への負担金・繰出金の増加

　（類似団体順位　８１位／８６団体中） 〇公共施設の維持管理経費等の増加

〇市制施行時の採用増加期の職員が大量に退職期を迎えることによる人件費

の増加

・平成３０年１１月　「行財政構造改革プラン（現行プラン）」を策定

・新型コロナウイルス感染症のような危機的な事象に的確に対応するためには、健全な財政運営が不可欠

・家計では貯金にあたる財政調整基金を８年連続で取り崩さざるを得ない状況

・今、この時機を逃すと本市の財政を立て直すことが極めて困難

・市民協働による活力とやさしさあふれるまちづくりに向け、持続可能な行財政運営を確立する取組

持続可能な行財政運営の確立に向けて、行財政構造改革プランを改訂

１　行財政構造改革プラン改訂の背景（概要）　※歳入・歳出等にかかるデータは、資料編①～⑨を参照

【歳入】　　　大きな伸びが期待できない 【歳出】　　　経常的経費の増大

現行プランの取組により一定の成果を上げたものの、今後の財政シミュレーションでは、収支不足が増大し、このままでは財政再生団体への転落も危惧されることから

令和３年２月１８日　「財政非常事態宣言」を発出



【現行プランの目的・めざす姿】

【現行プランの主な取組】

〔効果額〕

取組の結果、令和３年３月時点で、当初の目標額を上回る約１７億円の効果を見込んでいます。

〔主な取組項目〕

▸市民生活に影響の少ない項目 ▸市民生活に直接影響のある項目

・ふるさと納税の戦略的な展開 ５億８千８百万円 ・下水道使用料の見直し ７千３百万円

・職員給与費等の抑制 １億３千４百万円 ・地域生活支援事業給付費の見直し ４千６百万円

・介護保険事業：保険者機能の強化 ７千７百万円 ・国民健康保険事業：政策減免の見直し ３千１百万円

・職員定員管理計画の見直し 　　７千１百万円 　　など

　　など

２　現行プランの概要：目的・めざす姿・主な取組

　現状の危機的な財政状況を回避・回復させ、かつ、その取組過程を通して、住民自治を展望する公民協働のまちづくりを着実

に推進し、しなかやで優しく活力あふれる自立した市政をめざすことを目的に策定しました。また、行財政構造改革により、財

源の確保を行い、総合計画や水野メソッドなど、時代に即応した重点化する事業に投資することで、地域社会・経済の活性化に

つながる好循環を生み出し、持続可能な行財政運営を確立することをめざす姿としていました。
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（百万円）

■早期健全化基準（▲約15億円）
　基準を超えると「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ

計画的に財政の健全化を図ることが求められます。

■財政再生基準（▲約22億円）
　基準を超えると「財政再生計画」を策定することになり、

国の管理の下、厳しい財政の健全化が求められ、 大幅な

行政サービスの見直しなど市民生活に大きな影響を与え

ることになります。

○実質収支とは

　 ⇒単年度の収入と支出の差額から、翌年度に繰り越すことが

　　決まっている財源を差し引いたもの。

　※単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整基金への

　　積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、 赤字要素

　　（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額を実質単年度

　　収支といいます。

現状の行財政運営を続けた場合、2024（R6）年度に財政収支が赤字となり、2032（Ｒ14）年度には財政再生団体へ陥る見込み

です。最終年度の2036（Ｒ18）年度には累計約83億円の収支不足が発生する見込みです。

3　現行プランによる取組を継続した場合の財政予測　　　　　　※詳細は、資料編⑨を参照
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【基本的な考え方】

【めざすべき姿】

～住民自治を展望する公民協働のまちづくりを着実に推進し、しなやかで優しく活力あふれる自立した市政～

◆誰もが健康で幸せに安全・安心に生活しやすいまち

◆子育て世代の希望をかなえ、子育て・子育ちが満喫できるまち

◆阪南市に住みたくなる、魅力に溢れたまち

◆地域資源を活かしたにぎわいのあるまち

※第2期阪南市総合戦略（令和３年３月策定）基本目標より抜粋。現在、新総合計画策定中。

4－１　プラン改訂版の策定：「基本的な考え方」

　現行プランの「目的」及び「めざす姿」を踏まえつつ、現状の危機的な財政状況を回避・回復させるととも

に、今後、将来世代に過度な負担を残さないよう、これまでの取組について、その目標や効果等を徹底的に

見直しながら、プラン改訂版に示す項目を短期的・中期的・長期的に計画的に実施し、持続可能な行財政運

営の確立に取り組みます。
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◆ 長期スパンの財政シミュレーションから見えてきた課題に対応したプランとします

▶取組目標とその効果額を短期（Ｒ４～Ｒ６）、中期（Ｒ７～Ｒ１３）、長期（Ｒ１４～Ｒ１８）ごとに設定

＜短期的取組＞　２０２２（R４）年度～２０２４（R６）年度

⇒持続可能な行財政運営の確立に向けた基盤づくり

　・今後、大量退職を迎える職員の「定員管理計画」の見直し

　・公共施設総量の最適化に向け、利活用計画のない施設、用地の早期売却

　・税収確保や人口減少に歯止めをかけるべく企業誘致の促進やふるさと納税の戦略的な展開

＜中期的取組＞　２０２５（R７）年度　～２０３１（R１３）年度

＜長期的取組＞　２０３２（R14）年度～２０３６（R１８）年度

⇒短期的取組期間中に課題整理した取組項目を計画的に実施し、次世代に過度な負担を残さないよう、持続可能な

行財政運営を確立

◆ 現行プランの柱を踏襲し、深堀したプランとします

▶新たな項目の抽出をはじめ、その目標や効果等についてあらゆる角度からの徹底した見直し

◆ すべての公共施設のあり方を示すプランとします

▶将来の人口規模等に見合った施設総量の最適化を図るため、今後の公共施設等の取扱い方針を策定

・継続して使用する施設とあり方を検討（売却、利活用等）する施設に分類

・未利用財産を含め、売却又は利活用等の方向性の打ち出し

4－2　プラン改訂版の策定：「方向性」



【基本的考え方】

◆市民等と行政の役割分担を見直すとともに、連携を強化し、公共サービスの維持充実を図ります。

→地域課題を共有し、多様な主体とともに課題解決に取り組む体制・基盤を構築

→行政の役割を検証し、守備範囲の見直しを行うとともに、行政のＤＸ化等により効率的な組織を構築

→多様化する行政ニーズに対し、業務の選択と集中により、組織のコンパクト化を推進

①働き方改革 ②人材育成の強化 ◆行政運営の効率化を図ります。

○採用抑制による職員数の減少の中で、多様化する ・ 公民の役割分担の推進や部長マネジメントの強化

公共サービスへの対応 ・ 行政のＤＸ化等による効果的、効率的な業務処理体制の構築

〇職員の資質や政策形成能力の向上 ◆職員が最大限の能力を発揮できる人材育成を行います。

〇活き活きと仕事に取り組める職場環境の構築 ・ 職員の勤務意欲や能力を高める人事評価制度の活用

・ 職員研修制度の充実

③地域との協働のまちづくり ◆多様な主体とともに課題解決に取り組む体制・基盤を整備し「地域まち

〇地域との関わりの希薄化 づくりの推進」を図ります。

〇高齢化の進展による住みづらさの拡大 ・ 地域やＮＰＯとの連携を図り、地域の担い手を創出

④総人件費の適正化 ◆人口減少等を踏まえた職員定数の適正化を図ります。

〇市制施行時に採用した職員が一斉に退職を迎える ・ 職員数の削減や年齢構成の平準化等将来を見据え、「定員管理計画」

〇職員の退職動向及び定年延長を見据えた組織体制 の見直し

の構築 ・ 業務の選択と集中を図り、組織のコンパクト化を推進

〇施設の整理統廃合等による組織のコンパクト化 ・ 効率的な事務執行体制の構築

【現状・課題】 【取組の方向性】

5－１　プラン改訂版の取組：働き方改革・人材育成・協働　　※【別冊：取組項目】１～５ページ参照
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【基本的考え方】

◆ふるさと納税のより一層の推進や企業誘致の促進、未利用財産等の利活用・処分、税収等の確保など、あらゆる手法を用いて

自主財源の確保に取り組みます。

①自主財源の確保・拡充　②企業誘致の促進 ◆あらゆる角度から自主財源を確保し、市民サービスの向上を図ります。

○ふるさと納税のより一層の推進 ・ ふるさと納税の戦略的な展開（魅力的な返礼品の開発）

〇税収確保と人口減少、交流人口の増加を図るための ・ 総合計画等の土地利用計画見直しによる、企業誘致の促進

地域経済の活性化 ・ シティプロモーション体制を充実し、地域産業の強化に向けた取組の推進

〇クラウドファンディングなどによる話題性の創出 ・ 地域を持続的に応援するクラウドファンディングの積極的な活用

③未利用財産等の利活用・処分 ◆公共施設の施設総量の最適化と未利用財産の利活用・処分により財源

〇公共施設の施設総量の最適化に向けた計画的な管理 の確保を図ります。

〇進まない未利用地等の利活用や売却 ・ 将来の人口規模に見合った公共施設の整理・統廃合等の対応方針の決定

・ 対応方針に基づく貸付等の施設の有効活用、活用計画のない施設の速やか

な処分等の実施

④受益者負担の明確化・公平性の確保 ⑤税収等の確保 ◆受益と負担の明確化及び市税等の公租・公課の着実な徴収により歳入

〇使用料・手数料に関する基本方針の見直し の確保を図ります。

〇適正な受益者負担の例外となっている減免基準の ・ 設定している使用料・手数料の検証と見直し

取扱いが不明確 ・ 施設使用料の減免基準の統一化

〇税収の課税捕捉や現年度収納率を上げる取組の強化 ・ 捕捉強化や現年度収納率の向上等さらなる税収を確保する取組強化

〇市税以外の国民健康保険料等との徴収体制の連携 ・ 市の債権回収強化に向けた庁内組織の連携強化と人材育成等の推進

【現状・課題】 【取組の方向性】

5－２　プラン改訂版の取組：財源の積極的な確保　　　　　　　　※【別冊：取組項目】６～１０ページ参照



【基本的考え方】

◆すべての事務事業、公共施設等について、短期的には事業の目的と成果、公民の役割分担、受益者負担、事業水準の精査、

税の公平性などの観点から抜本的な見直しを行うとともに、中長期的には、短期的な取組期間中に検討した施設のあり方や

実施手法等について、検討内容に沿った取組を計画的に実施します。

◆「民間にできることは民間に」「地域でできることは地域に」を方針とした公民の役割分担による住民自治の実現をめざし、

地域社会の活性化を図ります。

①事務事業の見直し　⑤内部経費等の見直し ◆事業の目的と成果、公民の役割分担、事業水準の精査、税の公平性など
○評価結果と予算編成の連動が不十分 の観点から、抜本的な見直しを行います。
○内部評価結果と外部評価結果の乖離 ・ 短　 期：これまでの取組を徹底的に見直すとともに、新たな取組項目の抽出

○費用対効果を踏まえたＰＤＣＡサイクルの構築 ・ 中長期：取組項目の点検評価の実施に加え、課題等の整理状況に応じた計画

 的な取組の実施

②公共施設の再構築 ◆持続可能な都市経営の観点から、公共施設の保有量と延床面積の最適化
〇公共施設等総合管理計画に示す総延床面積を削減 を図るため、施設の整理統廃合等を推進し適切な施設管理を行います。

し、施設総量の最適化に向けた取組 ・ 今後の公共施設等の取扱い方針に基づく、それぞれの施設の課題整理の実施

〇管理運営経費や維持コストの縮減 ・ 取扱い方針に基づく、計画的な取組の実施

〇老朽化する施設の計画的な修繕等 ・ 効率的な施設運営による管理運営経費の削減

③補助金の再構築 ◆事業効果や市民ニーズへ的確に対応し、適正な交付・運用に向け、補助
○交付の目的・根拠・基準の整理 制度の再構築を行います。
○事業ごとの細分化による柔軟な取組の阻害 ・ 団体補助や事業補助のあり方の検討

○交付先の限定化・固定化 ・ 住民理解が得られる、公平性・透明性を確保できる仕組みづくり

④社会保障関連経費の適正化 ◆増大する事業費抑制に向けた短期的取組と中長期的取組の視点から、
〇高齢化の進展に伴う社会保障関連経費の増大 効果的な取組を推進します。
〇経費削減に向けた計画的な取組 ・ 短　 期：要支援者への必要な支援や要援護者の早期発見による支援の提供

〇支援が必要な対象者への適切な支援 ・ 中長期：地域が自らの課題を解決し、自立活動ができる地域づくりの支援

・ その他：高齢者の孤立化防止、増加する医療費等を抑制する効率的な事業実施

5－３　プラン改訂版の取組：事務事業の見直し等　　　　　　　※【別冊：取組項目】１１～１７ページ参照

【現状・課題】 【取組の方向性】

10
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下水道事業 ◆将来にわたり安定的に持続可能とするための指針として策定した下水道
○下水道普及率が５３％（R2年度末）と府内低位の水準 事業経営戦略に基づき、より効率的な経営を実施します。
〇施設の老朽化が進む中、耐用年数の超過に応じた ・ 短　 期：使用者にとって、公正・妥当な料金になるよう使用料を継続的に検討

　改築更新が必要 ・ 中長期：経営戦略に基づき、財政事情も踏まえた下水道工事の実施

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療
〇国民健康保険事業

　 年齢構成が高く、医療費水準も高いことに加え、

所得水準が低いという構造的課題

〇介護保険事業 ◆それぞれの事業について、持続可能な制度の構築や確立を目指し、
介護従事者の確保、地域医療と介護の連携、認知症 収納対策の強化や医療費の適正化等の経営健全化に向けた取組を
の人への支援などの様々な課題に早急な対応が 進めます。
必要な中、将来にわたっての保険財政の健全化の ・ 債権回収に係る庁内組織の連携強化など、徴収率向上に向けた取組の推進

維持 ・ 健康事業の集約化等による効果的・効率的な事業運営の実施

〇後期高齢者医療

　 高齢化が進む中、被保険者数の増加に伴い、医療

給付も増加の一途をたどり、一般会計から特別

会計への繰出金が年々増加

病院事業
○不採算になりやすい医療分野である救急医療や

小児医療などを提供することがを求められる中、 ◆市と指定管理者が適切な役割分担のもと、地方交付税を財源とした
将来にわたり安定的で良質な医療体制の確保 一般会計からの繰出金により市民病院を維持できよう取り組みます。

【現状・課題】

5－４　プラン改訂版の取組：特別会計等の経営健全化　※【別冊：取組項目】１８～２２ページ参照

【取組の方向性】



【基本的考え方】

◆市が保有する公共施設については、次世代に過度な負担がかからないよう、将来の人口や財源規模に見合った施設総量の

最適化を図る観点から、施設の整理統合・廃止・移譲等の取組を計画的に推進するとともに、本市を取り巻く危機的な財政

状況を一刻も早く脱却し、持続可能な行財政運営を確立するため、今後の公共施設等の取扱い方針を定め、未利用財産等

の利活用や処分等について次のとおり取り組みます。

　現在の市有財産の状況

〇現在活用中の公共施設

〇未利用財産

〇継続して使用する施設 ◆今後、取扱いを検討すべき主な施設について、

〇今後、取扱いを検討すべき施設 その対応案を

①未利用財産 ・売却に向け取り組む施設

・廃止済の施設 　　　　　　5 ・利活用を検討する施設

・未利用地　　　　　 　　　　6 　（未活用の場合は売却）

②今後廃止を予定している施設 ・その他の施設

③地域へ移譲する施設 に分類し、短期的・中期的・長期的取組として、

④現在貸付又は貸付予定の施設 施設ごとに取組目標期間を定めます。

⑤事業計画を策定し整理統合を検討する施設

⑥あり方を含めた事業の存続の可否を検討する施設

【取組の方向性】

4

１１５

11

24

5－５　プラン改訂版の取組：今後の公共施設等の取扱い　※【別冊：取組項目】２３～２４ページ参照

126

31

95

11

10

43

3

【現状・課題】

12
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具体的な取組項目等を【別冊：取組項目】に掲載します。

◆ 目標効果額について

◆ 今後の取組について

それぞれの取組項目の着実な実施に向け、現状で目標効果額が精査中の項目も含め、進捗管理を行い、計画的に取組を
実施します。

6　プラン改訂版の具体的な取組項目・目標効果額

289 1,726 5,065 5,065

合　　　計 5,198

（百万円）

取　組　項　目
R3年度の

取組額

改訂版の目標効果額
合計短期的取組 中期的取組 長期的取組

計
（R４～R6) （R7～R13） （R14～R18）

取組１：働き方改革・人材育成・協働 0 3,050

9,876 10,039

取組２：財源の積極的な確保 160 635 935 1,517 3,087 3,247

取組３：事務事業の見直し等 3 274 819 631 1,724 1,727

163 1,198 3,480



（百万円）

７　プラン改訂版の取組後の収支予測

年　度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

効果額 163 433 769 1,361 1,733 2,153 2,560 3,086 3,589 4,235 4,841 5,760 6,743 7,814 8,922 10,039

664
421 307

-202 -290 -448 -467
-787 -858

-1,670
-2,165

-3,305

-4,350

-5,778

-7,082

-8,295

827 854 1,076 1,159

1,443 1,705
2,093 2,299

2,731 2,565 2,676 2,455 2,393
2,036 1,840 1,744

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

現行プランによる取組を継続した場合

プラン改訂版の取組実施後
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本年２月、本市の財政状況が非常に厳しく、このような状況が推移すると、財政再生団体への転落等が危惧されたことから、

「財政非常事態宣言」を発出しました。

こうした状況に陥らないためにも、このたび、行財政構造改革プラン改訂版を作成し、その取組や目標効果額等を徹底的に見直し、

今後、持続可能な行財政運営の確立に向け、短期的、中期的、長期的な取組を計画的に推進してまいります。

「財政非常事態宣言」は、市民への不安や本市へのマイナスイメージをもたらす要因ともなりかねませんので、本市の財政状況が

次の基準の２つ以上満たすような一定の改善が見られる場合には、この宣言を解除しますが、安定的な行財政運営を確立するため、

プラン改訂版の取組については、継続して実施します。

《財政非常事態宣言解除基準》

３年連続して

・ 決算時に財政調整基金を取り崩さなかった場合

・ 財政調整基金が１５億円（標準財政規模の１０％＋α（災害対策等））以上となった場合

・ 経常収支比率が９５％以下となった場合

８　「財政非常事態宣言」の解除



◆プランの推進体制及び進捗管理
　プランに掲げる目標の達成に向けて、全職員が一丸となって確実に取り組むことが必要であることから、下記のとおり取組の推進
を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行っていきます。

取組結果の報告（見える化等）

９　プラン改訂版の推進体制及び進捗管理

＜行財政構造改革プラン改訂版の推進＞

　行財政構造改革プラン推進本部

　　・行財政構造改革プランの策定及び変更並びに
　　　進捗管理

　各部・各課

　　・取組項目の実施及び進捗状況の自己管理

　行政経営会議

　・行財政構造改革に係る重要事項の決定

市　民　・　議　会

16
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①本市を取り巻く環境：人口減少・少子高齢化

②本市を取り巻く環境：公共施設

③本市を取り巻く環境：職員数

④本市の財政状況：歳入

⑤本市の財政状況：歳出（人件費・公債費）

⑥本市の財政状況：歳出（社会保障関連費）

⑦本市の財政状況：基金

⑧本市の財政状況：経常収支比率

⑨中長期財政シミュレーション　　※現行プランによる取組を継続した場合

　〔 　資　　　料　　　編　 〕



●人口の推移に関する将来予測 ●年齢層の割合の推移

高齢者の全国平均割合：２８．９％ 高齢者の全国平均割合：３５．４％

阪南市は４．２ポイント高い 阪南市は８．８ポイント高い

高齢者人口・・・・・・・６５歳以上の人口

※平成２７年までは国勢調査に、令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所に基づいています。 生産年齢人口・・・・・１５歳以上６５歳未満の人口

年少人口・・・・・・・・・　０歳以上１５歳未満の人口

　阪南市の人口（住民基本台帳ベース）は、２００３（H15)年をピークに減少傾向にあります。人口全体が減少傾向にある中、高齢者人口は

増加傾向にあり、生産年齢人口、年少人口は減少しています。また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、２０４０（R22）年に

は４万人を下回る予測となります。さらに、高齢化率は２０２０（R2)年時点では３３．１％と全国平均より＋４．２ポイント高い状態が、２０４

０（R22)年には４４．２％で全国平均より＋８．８ポイントとさらに全国平均との乖離が大きくなります。今後人口規模にあった行財政運営

を考える必要があります。

２０２０年 ２０４０年

〔資料編①〕　本市を取り巻く環境：人口減少・少子高齢化

2000
H12

2005
H17

2010
H22

2015
H27

2020
R2

2025
R7

2030
R12

2035
R17

2040
R22

高齢者人口 8,008 10,064 12,846 15,599 16,984 17,064 16,745 16,418 16,351

生産年齢人口 40,785 38,765 35,721 31,830 28,540 26,052 23,385 20,517 17,263

年少人口 9,400 8,787 8,079 6,847 5,871 4,973 4,346 3,802 3,393

58,193 57,616
56,646

54,276
51,395

48,089
44,476

40,737
37,007

年少人口, 11.4%

生産年齢人口, 

55.5%

高齢者人口, 

33.1%

年少人口, 9.2%

生産年齢人口, 

46.6%

高齢者人口, 

44.2%
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●築年数別の公共施設

５０年以上 地域交流館、西鳥取小学校、下荘保育所、東鳥取公民館　

４０年以上～５０年未満 市役所本庁舎、石田保育所、貝掛中学校、まい幼稚園

３０年以上～４０年未満 総合体育館、学校給食センター、保健センター、文化センター

２０年以上～３０年未満 防災コミュニティセンター、桃の木台小学校

１０年以上～２０年未満 はんなん浄化センターMIZUTAMA館、鳥取中学校

１０年未満 阪南市民病院、尾崎住民センター、泉南阪南共立火葬場7

120

築年数

　阪南市では、丘陵部のニュータウン開発に伴い人口が急増した

昭和４０～５０年代に建設した建物が多く、公共施設の約７６％

が築年数３０年を超えています。これまで国や府の交付金や市

債を活用しながら基金を取り崩して、学校の耐震化など公共施

設の改修を行ってきました。

　老朽化した施設が多いことや、基金残高も減少傾向にあるた

め、施設の統廃合や移譲等に取り組むなど、将来の人口規模に

見合った施設総量の最適化を図る必要があります。

17

5

22.5%

14.2%

27

40.0%

主な施設

13.3%

合計

16

48

4.2%

5.8%

〔資料編②〕　本市を取り巻く環境：公共施設

施設数 割合

16

48

27

17

5

7

0 10 20 30 40 50 60

５０年以上

４０～４９年

３０～３９年

２０～２９年

１０～１９年

１０年未満

築年数別の公共施設の数

30年以上

の施設：

91施設

（７５．８％）



●年齢別の職員数（令和３年４月１日時点） 　

●類似団体と比較による部門別職員数

〔資料編③〕　本市を取り巻く環境：職員数

グラフ

　市制施行時の組織拡大等に伴い、

多くの職員を採用したことで、今後こ

れらの職員がこのプラン改訂版の最

終年となる令和１８年度までに170

人の職員が定年退職します。これら

の職員の退職手当の財源、将来の予

測人口に応じた職員体制（300人程

度）の確立に向けた組織のコンパクト

化や年齢構成の平準化などが課題と

なっています。

　部門別職員数を類似団体と比較す

ると民生、衛生、教育の部門などの

施設で働く職員が類似団体より多

く、総務、農林、商工、土木部門など

が少なくなっています。
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●市税収入の推移 ●地方交付税・臨時財政対策債の推移
（百万円） （百万円）

・市税は、ここ数年ほぼ横ばいで推移していますが、今後の人口減少と連動し、特に個人市民税は減少が見込まれます。

・地方交付税については、国の法律に基づいた行政サービスの一部については措置されますが、市が独自で行うサービスについて

　は、措置されません。　このため、市税収入が減少すると、市独自の行政サービスが継続できなくなる可能性があります。（市の独自

　事業：コミュニティバス、文化センター等の公共施設の維持管理　など）

〔資料編④〕　本市の財政状況：歳入

2,468 2,481 2,447 2,454 2,447 2,451

167 225 225 264 263 218

1,979 2,000 2,023 1,990 1,992 1,987

782 797 789 783 788 792

258 258
5,654 5,761

5,484 5,491 5,490 5,448

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他 特別土地保有税

4,287 4,213 4,315 4,456 4,611 4,652

788 638 680 698 558 552

5,075
4,851 4,995 5,154 5,169 5,204

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

地方交付税 臨時財政対策債



●人件費（一般財源）の推移 （百万円） ●公債費（経常の一般財源）の推移 （百万円）

〔資料編⑤〕　本市の財政状況：歳出（人件費・公債費）

・人件費は、概ね横ばいで推移しています。

・公債費は、概ね横ばいで推移していますが、今後は、義務教育施設の耐震化事業の起債や臨時財政対策債の償還などから、

  令和２年度をピークに、その後は減少する見込みです。

2,821 2,759 2,766 2,848 2,782 2,805

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H27 H28 H29 H30 R1 R2

人件費（一般財源）

694
517 569 614 654 696

1,011

1,046 1,029
1,059 1,030 975

1,705

1,563 1,598
1,673 1,684 1,671

0

500

1,000

1,500

2,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

臨時財政対策債償還額 その他償還額
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●繰出金の推移 （百万円） ●扶助費の推移 （百万円）

※一般会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。

〔資料編⑥〕　本市の財政状況：歳出（社会保障関連費）

　高齢化の進展により、一般会計から後期高齢者医療・介護保険の特別会計への繰出金が増加傾向にあり、平成２０年度と比較すると、およそ

２倍になっています。また将来の予測人口では高齢者（６５歳以上）人口は令和５年以降減少傾向にありますが、後期高齢者（７５歳以上）人口は

令和１２年まで増加し、以降減少傾向になると予測しています。このため、高齢者人口の増加に伴う社会保障関連経費の増加と、人口減少に連

動した市税収入の減少が見込まれることから、財政運営が厳しくなる見通しです。

　扶助費についても、平成２０年度より大幅に増加してきているものの、ここ近年は微増傾向となっている状況です。
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●基金残高の状況 （百万円）

※特定目的基金：公共公益施設整備基金、都市整備基金、教育施設整備基金、ふるさとまちづくり応援基金 等

・基金残高合計額は、平成23年度まで財政再建の取組で積み立てた基金を活用して事業を実施したため、財政調整基金を９年連続で

　取り崩しています。

・本来、財政調整基金は年度間の財源不足を補うためのものであり、緊急時（災害等）への不測の事態に備えて積み立てておく必要が

　あります。

〔資料編⑦〕　本市の財政状況：基金
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●経常収支比率の状況

　・経常収支比率は、この１０年間、９０％後半の高い水準で推移しています。

経常収支比率とは、　市税などの使途に制限のない収入が、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）や施設の管理などの毎年の固定費に充てら

れる割合を示すものです。本市は、１００％に近い水準で推移しており、新しい事業や投資的な事業を実施する余裕がない状況といえます。

〔資料編⑧〕　本市の財政状況：経常収支比率
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〔資料編⑨〕　中長期財政シミュレーション
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